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第６章 計画の推進 
１ 計画の推進体制 

障害福祉課を中心に、関係各課との連携を密にし、全庁的な施策の推進に努めます。

また、「上尾市障害福祉施策推進委員会」や「上尾・桶川・伊奈自立支援協議会」並びに

「上尾・桶川・伊奈基幹相談支援センター」との連携を図り、障害者施策の推進に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

医療的ケア児支
援の体制整備 

福祉施設入所者の

地域生活への移行 

精神障害にも対

応した地域包括

ケアシステムの

構築 

地域生活支援拠

点等が有する 

機能の充実 

相談支援体制の

充実・強化等 

障害児支援の 

提供体制等 

福祉施設から一般

就労への移行等 

障害福祉サービ

ス等の質を向上

させる取り組み

係る体制の構築 

障害福祉施策の推進（上尾市） 

上尾市障害福祉施策推進委員会 

（事務局：障害福祉課） 

上尾・桶川・伊奈自立支援協議会 

（事務局：上尾・桶川・伊奈 

    基幹相談支援センター） 

連携 
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２ 計画策定の進行管理 

本計画では、ＰＤＣＡサイクル【Plan（計画）、Do（実行）、Check（点検・評価）、Action

（見直し・改善）】を導入し、計画の進行管理を適切に行います。 

計画策定後は、各年度において、「各施策の進捗状況」及び「サービスの見込み量等の

達成状況」を検証した上で評価を実施し、その結果を踏まえ、課題の整理や改善に努め

ます。 

また、本計画の最終年度には、全体の総括を行い、次期計画の策定に反映させていき

ます。 

●進行管理のＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

３ 情報提供の充実 

障害福祉行政に関する情報は、広報誌やＷｅｂサイト、その他多様な媒体を活用し、

障害のある人やその家族、また、市民に対して障害の特性に合った方法での情報提供に

努めます。 

 

 


